
亘理町公告第３９号 

 

公募型プロポーザル方式による事業者選定手続開始の公告 

  

 令和４年度亘理町立学校給食センター整備基本計画策定業務について、公募により複数事業者

からの提案内容を審査し最良の提案をした者に対し随意契約の相手方候補として選定する、公募

型プロポーザル方式を実施するので、次のとおり公告する。 

 

令和４年８月１２日 

 

亘理町長 山 田 周 伸 

 

１．業務概要 

（１）業務名  

令和４年度亘理町立学校給食センター整備基本計画策定業務 

（２）業務内容  

別紙【令和４年度亘理町立学校給食センター整備基本計画策定業務仕様書】のとおり

とする。 

（３）履行期間 

   契約締結日の翌日から令和５年３月３１日まで 

２．業務実施方針 

   業務実施における事業者の選定は、公募型プロポーザル方式に基づき、次に掲げる方針

で行う。 

（１）選定機関 

令和４年度亘理町立学校給食センター整備基本計画策定業務の選定は、「亘理町立学校給

食センター整備基本計画策定業務プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）

により行う。選定に係る事務局は教育総務課があたる。 

（２）一次審査（書類審査） 

一次審査は、参加希望が５社を超える場合のみ行う。一次審査は、実施要領に基づいて、

本プロポーザルに参加する場合に提出された書類について、審査委員会が別表審査基準表

に基づき、公平かつ客観的に審査を行い、上位５社以内を一次審査通過者とする。 

（３）二次審査（プレゼンテーション、ヒアリング、価格提案見積書審査） 

二次審査では、一次審査通過者を対象にプレゼンテーション、ヒアリング（質疑応答）

を実施し、審査委員会が別表審査基準表に基づき公平かつ客観的に審査を行う。また、参

加希望が５社を超えなかった場合には、二次審査の中で書類審査も含めて行う。一次審査

と二次審査での審査委員の評価点の合計得点の最上位の事業者を優先交渉権者とし、次に

得点が高かった事業者を次点交渉権者とする。 

３．参加資格要件 



本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

（１）令和３年度・令和４年度亘理町入札参加資格者名簿（登録部門：「測量・建設コンサルタ

ント等」、「物品・役務等」のいずれか）に登載されている者であること。 

（２）次の各号に該当していないものであること。 

① 参加申込書提出の日から契約締結までの間において、亘理町入札参加業者指名停止要

領（昭和６１年２月２６日制定）に基づく指名停止中のもの。 

② 亘理町暴力団等排除措置要綱（平成２０年１０月３１日告示第１０４号）に該当する

もの。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

るもの。 

④ 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は前６ヶ月以内

に手形もしくは小切手の不渡りを出したもの。 

⑤ 会社更生法の規程により、更生手続開始の申し立てをしているもの。 

⑥ 民事再生法の規程により、再生手続開始の申し立てをしているもの。 

（３）租税を完納していること。 

（４）当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な

管理能力を有している事業所であること。 

（５）当該業務に関するノウハウや、関連事業についての知見及び実績を有し、かつ、事業の

達成及び事業計画の遂行に必要な組織、人員を有している事業者であること。 

（６）宮城県内に本社または支店営業所等を有すること。 

（７）本件と類似する契約実績（公共施設整備の計画立案）を有すると認められること。 

（８）業務実施上の条件 

本業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

①  業務の再委託 

契約の履行の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要な部

分以外の第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。 

②  管理技術者の資格及び要件 

本業務の技術的管理を行う者として管理技術者を配置すること。また、管理技術者は

一級建築士又は技術士（都市及び地方計画）のいずれかの資格を有し、参加者と正規

雇用関係にある者とする。 

４．提案上限額 

  上限額 ８，５００，０００円（消費税および地方消費税を含む） 

但し、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すための

ものであることに留意すること。 

５．プロポーザル実施要領等資料の配布期間・場所 

（１）配布期間：令和４年８月１２日（金）から令和４年９月８日（木）１７時まで 

（２） 配布場所：プロポーザルに係る書類等は、亘理町ホームページから入手するものとする。 

（亘理町ホームページ https://www.town.watari.miyagi.jp/ ） 



６．参加申込書等の提出期限、場所及び方法 

（１）提出期限：令和４年８月１２日（金）から令和４年９月２２日（木）１７時まで 

（２）提出場所：事務局 

（３）提出方法：事務局へ直接持参又は郵送。郵送の場合は提出期限までに必着のこと。 

７．プロポーザルの中止について 

災害等の緊急でやむをえない理由等により、本プロポーザルを実施することができない

と認められる場合は中止、停止又は取り消すことがある。 

８．その他の留意事項 

その他の留意事項は次のとおりとする。 

① 企画提案関係者と不正な接触等を行ったものは失格とする。 

② 提出書類は、返却しないこととする。 

③ 虚偽の記載をした場合は失格とする。 

④ 提案事業者は複数の提案を行うことはできない。 

⑤ 評価点の結果については、公表することとする。ただし、事業者名については優先交

渉権者となった事業者のみ公表する。 

⑥ 提出書類は企画提案選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する場合があ

る。 

⑦ 企画提案書等の著作権は、原則として当該提案者に帰属する。ただし、採用した企画

提案書の著作権は、亘理町に帰属する。 

⑧ 提出書類作成のために亘理町から受領した資料等がある場合は、亘理町の許可なくこ

れを公表してはならない。 

⑨ 災害等の緊急でやむをえない理由等により、本プロポーザルを実施することができな

いと認められる場合は中止、停止又は取り消すことがある。  

⑩ 本業務へ参加するために要した一切の費用は、提案事業者の負担とする。なお、災害

等の緊急でやむをえない理由等により、本プロポーザルが中止等になった場合も参加

に係る費用は提案事業者の負担とする。 

９．事務局 

    〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里１番地 

   亘理町教育委員会 教育総務課 (担当：平塚・安田淳) 

    電 話：０２２３－３４－０５０９（直通）   

ＦＡＸ：０２２３－３４－７６８４ 

電子メールアドレス：gakumu@town.watari.miyagi.jp 

※電子メールでの問い合わせの件名は、「令和４年度亘理町立学校給食センター整備基本計

画策定業務問い合わせ（事業者名）」とします。 

  



別表 審査基準表 

 

 

№ 評価項目 評価の視点 配点 

１ 
参加者の

業務実績 
本業務を遂行可能と判断できる十分な実績を有しているか。 １０ 

２ 
担当者の

事務実績 

本業務を遂行するために必要な体制となっているか。 ５ 

本業務を遂行する上で技術者が十分な経験、実績を有している

か。 
５ 

小   計 ２０ 

３ 
業務実施

方針 

本業務の主旨を理解し、具体的で実効性のある提案がなされて

おり、本業務に取り組む基本姿勢が適切か。 
１０ 

４ 企画提案 

課題把握 
本業務の遂行に伴う課題とそれに対する対応が

適切か。 
１５ 

基本計画の

策定支援 

本町の学校給食共同調理場に関する各種条件等

を的確に把握し、求められる機能、規模、運営内

容を検討する計画作成方法になっているか。 

１５  

導入可能性

調査 

・民間事業者への参画意向調査手法は実効性があ

り適切か。 

・事業手法の選定方法が適切で、客観的かつ説明

責任が果たせる総合評価が導き出せる提案とな

っているか。 

１５ 

独自提案  
自社の実績、自社のノウハウ、他事例等を活用し

た有効な提案となっているか。 
１５ 

５ 見積金額 提案見積額 １０  

小   計 ８０ 

合   計 １００ 


